
グローバルリングの落書き被害への対応について 

１． 概 要 

令和元年 12 月 27 日に、池袋西口公園のグローバルリングの柱、広場の舗装面、バリケードなど

9 か所にスプレーによる落書きの被害が発生した。区は本行為に厳正に対処するため、池袋警察署

に被害届を提出した上、区長をトップとする「危機管理対策本部」を本年 1月 6日に設置して再発

の防止に取り組んでいるところである。 

２． 経 緯 

３． 区としての取組み

落書きは犯罪行為であり、地域の美観を損なうだけでなく、他の犯罪を誘発する恐れもあり、

大変に卑劣で決して許される行為ではない。区は、今後このような犯罪行為が二度と起こらぬ

よう、次のような対策を執っている。

① 警備体制の強化・・・委託する警備会社と業務体制について見直しを図る

          防犯カメラ等の設備の強化を図る

② 損害賠償請求

③ 落書き防止に関する条例の制定・・・環境保全課

時　間 内　容

令和元年12月27日 （金） 22:50

・グローバルリングの柱や広場床面等にスプレーで落書きを

　される
・被害状況⇒柱4本／石張り舗装　2か所／バリケード1基
　　　　　　　　イルミネーションのボックス2か所　計9か所

9:30 ・警備会社が落書きを発見して区に連絡

18:30 ・池袋警察署と現地で被害状況を確認

令和2年　　1月6日 （月） 午前 ・池袋警察署に被害届を提出

令和2年

　1月６日～17日

・対策本部会議　第1回～第4回

  被害状況の確認、警察へ協力要請、監視の強化方法
　警備体制の確認、落書き防止条例の検討　他

1月10日 (金） 午前 ・池袋警察署に、本行為に厳しく対応する「要望書」を提出

日　付

12月28日 （土）
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４．被害状況写真

５．仮復旧及び警告設置状況

④

①

②  

③

⑤

⑥ 
⑦

⑧

⑨

柱 ①～④  

広場舗装 ⑤、⑥ イルミネーション BOX ⑦、⑧ バリケード ⑨ 

２



６．落書き防止に関する条例案について 

６－１．条例の目的 

落書き行為が地域の美観を損ない、区民に不安及び不快感を与えることに鑑み、地域の美観

の維持及び安全・安心な生活環境の確保並びにさわやかで魅力ある街づくりを推進することを

目的とする。 

６－２．条例の骨子（条立て）

条文 題名 内容 

第 1条 目的 
〇地域の美観の維持 〇安全・安心な生活環境の確保 

〇さわやかで魅力ある街づくりの推進 

第 2条 定義 〇居住、勤務、在学、滞在、通過者を区民として広く定義している。

第 3条 区の責務 
〇啓発、支援を行う。（努力義務） 

〇落書き防止策を講ずる。 

第 4条 区民及び事業者の責務 
〇区の施策へ協力 

〇区への情報提供（ともに努力義務） 

第 5条 建物等所有者の責務 
〇区の施策へ協力 

〇落書きされたら自ら消すようにする。（努力義務） 

第 6条 相互協力 〇落書き防止について連携していく。 

第 7条 落書き行為の禁止 〇何人も落書きは行ってはならない。 

第 8条 委任   

第 9 条 罰則 〇落書き行為を行った者は、罰金に処する。

６－３．条例の構造 

３



６－４．施行期日 

交付の日から 

６－５．スケジュール 

４


